
子どもに対するわ
いせつ行為・暴力
（虐待）その他の
犯罪行為

大きな過失による
死傷事故

【個人シッター】都
道府県等による調
査・事業停止命令

【施設職員・被雇用
シッター】事業者の
報告を義務付け

警察による取
り調べ・起訴

内部告発・利用
者の苦情・訴え

市町村での
相談受付

届出事業データベース

＊事業停止・閉鎖命令が出た事業も過去の
履歴を照会できる。

＊個人事業の届出データは、個人に紐づけ
て管理し、異なる自治体に重複して届出が
できないようにする（移転はできる）（事
業停止後も継続）。

＊個人事業の場合は、公開範囲を限定。行
政処分歴について、本人からの請求に対し
て証明（有無、内容を記載）を発行。

＊事業者型のシッターが問題を起こした場
合の履歴の保管場所についても検討する。

【保育士が問題を起こした
場合】刑が確定の場合もし
くは必要と判断された場合
は、保育士の登録取消

行政処分歴
（事業停止された事業は
「届出抹消」として履歴
は保管）

行政機関 事業者 利用者

指導・通報歴

照会可能

照会可能 ＊監査・指
導に活用

本人に証明を提出さ
せることができる

本人に証明を提出さ
せることができる

刑の確定

不起訴

＜委員会の議論から作成した私案 普光院作成＞

個人事業の
ベビーシッ
ター

事業者型シ
ッター
認可外施設

行政処分歴
＜公開を義務化＞

指導・通報歴

閲覧可能 閲覧可能 閲覧可能

照会可能 ＊監査・指
導に活用

個人による事案の発生

必要な場合は
指導・通報

再取得は5年もしくは10年
間できない

都道府県等
による調査

都道府県等に
よる施設等の
指導

届出制を活用した再発防止および未然防止のためのしくみ（案）

データベースに反映

データベースに反映

個人事業のベビーシッターは、マッチングサイト事業者や利用者に、行政処分歴（有無、内容）についての証明を提
出しなければならない。処分歴があることを隠したい場合は、ベビーシッター業につかないことで回避できる。

資料９【普光院委員提出資料】


